
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

一

四

四

号

北
方
四
島
へ
の
邦
人
の
入
域
に
係
る
閣
議
了
解
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子

144



北
方
四
島
へ
の
邦
人
の
入
域
に
係
る
閣
議
了
解
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
八
九
年
九
月
十
九
日
、
政
府
は
、
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
ビ
ザ
発
給
を
受
け
る
形
で
北
方
四
島
へ
入
域
す
る
こ
と
を

自
粛
す
る
よ
う
、
邦
人
に
要
請
す
る
閣
議
了
解
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
右
了
解
を
基
に
し
て
、
一
九
九
一
年
十
月
二

十
九
日
、
一
九
九
八
年
四
月
十
七
日
、
一
九
九
九
年
九
月
十
日
に
も
同
趣
旨
の
閣
議
了
解
を
決
定
し
て
い
る
（
以
下
、
「
閣
議

了
解
」
と
い
う
。
）
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
一
四
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
閣
議
了
解
」
を
見
直
し
、
邦
人
が
よ
り
頻
繁
に
四
島
に
行
け
る
態
勢
を
つ
く
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
は
な
い
の
か
と
、

過
去
に
累
次
に
渡
り
質
問
主
意
書
で
問
う
て
い
る
が
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

九
日
内
閣
衆
質
一
八
五
第
六
一
号
）
一
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
右
答
弁
書
の
内
容
は
、
「
政
府
と
し
て
は
、
あ
た
か
も
北
方
四
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
管
轄
権
を
前
提
に
し
た
か

の
ご
と
き
形
で
我
が
国
国
民
が
北
方
四
島
に
入
域
し
、
又
は
北
方
四
島
に
お
け
る
経
済
活
動
等
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
北
方

領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
と
考
え
る
。
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
閣
議
了
解
に
基
づ
い
て
、

我
が
国
国
民
の
北
方
領
土
へ
の
入
域
は
、
墓
参
、
四
島
交
流
及
び
自
由
訪
問
の
枠
組
み
の
下
で
の
訪
問
の
み
と
し
、
こ
れ
ら

以
外
の
北
方
領
土
へ
の
入
域
に
つ
い
て
は
、
北
方
領
土
問
題
の
解
決
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
よ
う
、
国
民
の
理
解
と

一



協
力
を
要
請
し
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
基
本
的
に
理
解
と
協
力
を
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て

は
、
今
後
と
も
、
御
指
摘
の
閣
議
了
解
の
周
知
徹
底
に
努
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
当
方
は
、

ロ
シ
ア
の
管
轄
権
に
服
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
態
勢
づ
く
り
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
政
府
答
弁
書
」
で
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
、
一
九
九
一
年
十
月
十
四
日
付
け
の
日
本
国
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
外
務
大
臣
間
の
往
復

書
簡
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
四
島
交
流
の
枠
組
み
（
以
下
、
「
四
島
交
流
」
と
す
る
。
）
や
、
一
九
九
八
年
に
始
ま
っ
た
い
わ

ゆ
る
安
全
操
業
の
よ
う
な
、
互
い
の
主
権
を
害
さ
な
い
形
で
の
経
済
協
力
等
を
行
う
べ
き
で
な
い
か
と
問
う
て
い
る
の
に
も

関
わ
ら
ず
、
右
の
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
る
理
由
は
何
か
。

二

政
府
と
し
て
、
「
閣
議
了
解
」
に
固
執
す
る
よ
り
も
、
「
四
島
交
流
」
や
安
全
操
業
の
よ
う
な
枠
組
み
を
援
用
す
る
よ
う

な
方
策
を
も
っ
て
、
邦
人
が
よ
り
積
極
的
に
北
方
四
島
に
い
く
こ
と
が
で
き
る
態
勢
を
つ
く
る
方
が
、
四
島
の
非
日
本
化
を

食
い
止
め
、
我
が
国
へ
の
返
還
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
資
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


